
教職員配置の充実等に関する意見書  

 我が国は、人口減少、超高齢化、地域格差の拡大等の構造的な問

題に直面しています。本市では、これらの課題に的確に対応し、将

来にわたり活気ある地域社会を構築するため、地域創生に懸命に取

り組んでいるところであり、地域を支える自立した人材を育成する

ための教育の推進は、地域に活力と希望を与える重要な柱の一つで

す。  

 よって、国の 28 年度予算編成等に教職員配置の充実等に関する措

置が盛り込まれるよう、政府におかれては、次の措置を講じられる

よう強く要望いたします。  

１  24 年度に小学校２年生の 35 人学級編成に対して加配措置が行わ

れて以降、教職員定数は改善されていません。我が国の教員は、

事務スタッフの配置が充実している諸外国と比べて授業以外の事

務作業時間が長く、超過勤務が慢性化しています。しかも、主要

国では 30 人以下の学級編成が多いのに対して我が国は 40 人です。 

教員の負担軽減を図り、教育の質を高めるため、スクールカウン

セラーなど専門人材の活用、主幹教諭マネジメントの強化、事務職

員の拡充等を図りつつ、少人数学習によるきめ細やかな指導が行え

るよう、小学校３年生以降の 35 人学級編成の早期実現に向け、定

数改善計画の策定、着実な定数改善を実施すること。  

２  教職員の加配定数は、児童生徒数や標準学級数の減少に連動し

て一律に削減できるものではなく、標準的な学級編成で対応でき

ない顕在化するいじめへの対応、不登校や貧困など教育格差への

支援等の特別な事情を反映させるため措置しているものです。さ

らに、ＬＤ、ＡＤＨＤなど特別な支援を要する児童生徒数が増加

傾向にあることから、特別支援教育に関する加配定数改善の必要

性は、今後さらに高まると見込まれます。  



このため、標準学級数等に連動して加配定数の合理化減を行う

ことなく、学校や学級、児童生徒一人ひとりの状況に応じて、戦略

的に加配定数の改善を実施すること。  

  以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。 
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